
住まいに関するご相談は

●住まい相談プラザへ

【電話】

048-658-3017
【営業時間】
午前10時～午後6時30分
※年末年始（12/29～1/3）を除く

詳
し
く
は

◀
お気軽にどうぞ
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A.売買契約が成立したときには、不動産業者の仲介手数料の請
求権が発生（いわゆる「成功報酬」です。）しますので、売買契約が
成立するまでは、原則として、不動産会社に仲介手数料を支払う
必要はありません。支払方法については、契約成立時に50％を、
物件の引き渡し時に残りの50％を支払う、というのが一般的に
用いられているようです。

Q. 仲介手数料の支払い時期について教えてください。

埼玉住み心地の良いまち大賞、埼玉県環境住宅賞作品募集中！

虫の音に秋の気配を感じるこのごろです。
それではプラザより、『埼玉住み心地の良いまち大賞』、『埼玉県環境住宅賞』

の作品募集等についてご案内をいたします。

よくある相談事例FAQ （公社ＨＰより）

埼玉県住まいづくり協議会では、『埼玉住み心地の良いまち大賞』、『埼玉県環境住宅賞』の作品を募集しております。

埼玉県知事賞や埼玉県教育委員会教育長賞等があり、副賞もございます！ぜひご応募ください♪

埼玉住み心地の良いまち大賞 埼玉県環境住宅賞

＼ 募集期間 ／

令和４年7月１日（金）～
令和４年10月３１日（月）午後5時必着

＼ 募集期間 ／

令和４年7月１日（金）～
令和４年９月３０日（金）消印有効

概要等の詳細は
こちらから！👉

概要等の詳細は
こちらから！👉

【お問い合わせ先】 埼玉県住まいづくり協議会 ＴＥＬ：048-830-0033


